
　
毎
年
夏
に
な
る
と
水
の
事
故
が
増

加
し
ま
す
。子
供
た
ち
が
安
全
に
楽

し
く
夏
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
事
故
防

止
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■
水
難
事
故
を
防
止
す
る
ポ
イ
ン
ト

・
幼
い
子
供
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

子
供
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ
な
い
。

・
泳
ぐ
と
き
は
準
備
体
操
を
す
る
。

そ
し
て
、定
期
的
に
休
憩
を
と
る
。

・
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、
遊
泳

禁
止
区
域
で
は
泳
が
な
い
。

・
で
き
る
だ
け
１
人
で
は
泳
が
な
い
。

■
河
川
の
水
難
事
故
防
止

・
１
人
で
遊
ば
ず
、
必
ず
複
数
で
遊

び
ま
し
ょ
う
。

・
サ
ン
ダ
ル
は
脱
げ
や
す
い
の
で
危

険
で
す
。ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ズ
、リ

バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
、
濡
れ
て
も
脱

げ
に
く
い
靴
を
履
き
ま
し
ょ
う
。

■「
川
の
水
が
急
に
増
え
る
」
サ
イ
ン

に
注
意
！

❶
水
の
流
れ
て
く
る
方
向
の
空
に
黒

い
雲
が
見
え
た
と
き
。

❷
落
ち
葉
や
流
木
、
ご
み
が
流
れ
て

き
た
と
き
。

❸
雷
が
鳴
り
始
め
た
と
き
。

❹
雨
が
降
り
始
め
た
と
き
。

■
も
し
水
難
事
故
が
発
生
し
た
ら

・
近
く
の
人
に
助
け
を
求
め
、
消
防
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皆
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
事

故
に
遭
っ
た
と
き
な
ど
の
治
療
に
使

わ
れ
る
輸
血
用
血
液
は
、
す
べ
て
皆

さ
ん
の
善
意
の
献
血
で
得
ら
れ
た
血

液
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
長
期
保
存
の
で
き
な
い
血
液
を
一

年
を
通
じ
て
安
全
供
給
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
、
献
血
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
継
続
的
な
ご

今月の納税 口座振替日固定資産税・都市計画税…第２期分　国民健康保険税…第１期分 8月1日 ㈪
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平成28年 7月 15 日

人口のうごき　7 月１日現在
世　帯　　　　 10,315（　０）
人　口　　　　 28,431（－31）
　男　　　　　 13,786（－20）
　女　　　　　 14,645（－11）
　　　（　）内は前月比　

　　　　（6月異動分）
出　生　11 （男　 6　女　 5）
死　亡　34（男　20   女　14）
転　出　42 　　  転　入　34

7月・8月

署
な
ど
に
救
助
を
要
請
す
る
。

・
泳
い
で
助
け
に
行
く
の
は
最
後
の

手
段
で
す
。

　
単
独
で
助
け
に
行
く
と
、
自
分
ま

で
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
ま

す
。

　
背
が
立
つ
と
こ
ろ
以
外
の
場
所
で

は
不
用
意
に
飛
び
込
ま
ず
、
周
囲
の

人
と
協
力
し
、浮
き
輪
や
竿
、ロ
ー
プ

な
ど
を
使
っ
て
救
助
を
行
い
ま
し
ょ

う
。

■
も
し
も
の
備
え
に

　
消
防
署
で
は
、
救
命
講
習
の
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
も
し
も
の
場
合
に
迅
速
に
対
応
で

き
る
よ
う
、救
命
講
習
を
受
講
し
て
、

応
急
手
当
の
技
術
を
習
得
し
ま
し
ょ

う
。

■
花
火
に
よ
る
事
故
防
止

　
夏
は
花
火
に
よ
る
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。花
火
を
行
う
と
き
は
次

の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
子
供
だ
け
で
の
花
火
は
危
険
で
す
。

大
人
が
し
っ
か

り
見
て
い
ま

し
ょ
う
。

・
花
火
を
人
に

向
け
た
り
、燃
え

や
す
い
物
の
近

く
で
や
ら
な
い
。

・
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
準
備
し
、

使
い
終
わ
っ
た
花
火
の
火
は
消
す
。

・
も
し
も
や
け
ど
を
し
た
場
合
、
す

ぐ
に
患
部
に
水
道
水
を
か
け
、
10
分

〜
30
分
間
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。

　
服
の
上
か
ら
や
け
ど
を
し
た
場
合

は
、
無
理
に
脱
が
さ
ず
直
接
水
を
か

け
ま
し
ょ
う
。

・
病
院
へ
行
く
場
合
は
、
ガ
ー
ゼ
や

清
潔
な
タ
オ
ル
な
ど
で
患
部
を
包

み
、何
も
塗
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、水
泡
が
あ
る
場
合
は
、破
ら

な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
自
宅
で
処
置
で
き
る
軽
度
な
や
け

ど
は
、消
毒
な
ど
を
行
い
、痛
み
が
な

く
な
る
ま
で
包
帯
な
ど
の
上
か
ら
冷

や
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署

（
☎
52

｜

１
７
７
０
）

も
う
す
ぐ
夏
休
み
！

　
子
供
た
ち
を
水
の
事
故
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

月
日
／
会
場
（
受
付
時
間
）

▼
７
月
24
日
（
日
）
／
リ
オ
ン
・
ド
ー

ル
加
茂
店
（
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

45
分
、
午
後
１
時
〜
３
時
30
分
）

▼
10
月
20
日
（
木
）
／
市
役
所
（
午

前
10
時
〜
午
後
０
時
30
分
）、
県
立

加
茂
病
院
（
午
後
２
時
〜
４
時
）

▼
２
月
11
日
（
土
・
祝
）
／
リ
オ
ン
・

ド
ー
ル
加
茂
店
（
午
前
９
時
30
分
〜

11
時
45
分
、午
後
１
時
〜
３
時
30
分
）

▼
３
月
22
日
（
水
）
／
市
役
所
（
午

後
１
時
30
分
〜
４
時
）

　
な
お
、
県
内
で
は
２
カ
所
の
献
血

ル
ー
ム
で
、
毎
日
、
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

　
詳
し
く
は
新
潟
県
赤
十
字
血
液
セ

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎

内
線
162
）

7／17（日）

24（日）

31（日）

18（月 ・ 祝）

11（木 ・ 祝）

星野内科医院

吉田内科医院

わたなべ医院

小池内科消化器科
クリニック

41－4141

8／7（日）中村医院 52－0095

大谷内科医院 52－0236

57－7511

53－3850

53－3355

献
血
に
ご
理
解

　
　 

ご
協
力
を

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.niigata.bc.jrc.or.jp/

）
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

離職者に家賃を支給

＋－
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所
得
が
少
な
い
等
の
理
由
で
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
人
の
た
め
に
、

申
請
の
う
え
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
納
付
が
免
除
、
猶
予
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
制
度

　
全
額
免
除
制
度
と
一
部
納
付
（
４

分
の
１
、
半
額
、
４
分
の
３
納
付
）

制
度
が
あ
り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
が
対
象
の
納
付
猶
予
制

度
と
学
生
対
象
の
学
生
納
付
特
例
制

度
が
あ
り
ま
す
。

※

７
月
１
日
か
ら
30
歳
未
満
の
若
年

税 理 士 会
無料税務相談

日　 時　８月３日（水）、17日（水）の午前 10 時～正午　会　場　税理士会三条支部事務所（三条市旭町）
内　容　税金に関すること全般　予約・問い合わせ　前日までに税理士会三条支部（☎33－0380）

　
新
潟
経
営
大
学
の
先
生
が
教
え
る

公
開
講
座
で
す
。

日
　
時
　
８
月
４
日
（
木
）
午
後
６
時

30
分
〜
８
時

会
　
場
　
新
潟
経
営
大
学
　

テ
ー
マ
　
は
じ
め
て
の
お
も
て
な
し
英

会
話

講
師
名
　
井
上
信
恵
さ
ん
（
観
光
経

営
学
部
講
師
）

定
　
員
　
48
人
　
受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
８
月
３
日
（
水
）
ま
で
に

同
大
学
総
務
課
（
☎
53

｜

３
０
０
０
、

http://w
w
w
.niigataum

.ac.jp/

）へ
。
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国民年金の
保険料
　　免除制度

者
納
付
猶
予
制
度
が
50
歳
未
満
ま
で

に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
い
ず
れ
の
制
度
も
原
則
と
し
て
、

前
年
の
所
得
を
基
準
と
し
て
審
査
さ

れ
ま
す
が
、
退
職
（
失
業
）
等
の
理

由
で
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
承
認
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
資
格
要

件
（
受
給
資
格
期
間
）
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
10
年
以
内
に
免
除

期
間
の
保
険
料
を
追
納
し
な
い
と
、

年
金
額
は
通
常
に
収
め
た
分
に
く
ら

べ
減
額
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
猶
予
期
間
は
追
納
し

な
い
限
り
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。

年
度
ご
と
に
申
請
　
免
除
制
度
の
承

認
期
間
は
７
月
〜
翌
年
６
月
ま
で
が

１
年
度
と
な
り
ま
す
。

　
今
ま
で
免
除
申
請
を
し
て
い
て
、

引
き
続
き
７
月
以
降
も
免
除
を
希
望

す
る
人
は
再
度
手
続
き
が
必
要
（
年

金
事
務
所
か
ら
「
継
続
審
査
申
出
受

付
済
み
」
の
通
知
が
あ
っ
た
人
は
不

要
）
で
す
。

　
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
中
の
人

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
カ

月
前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請

を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
民
年
金
係

（
☎
内
線
113
）

新
潟
経
営
大
学
公
開
講
座

参
議
院
議
員
通
常
選
挙 

加
茂
市
の
選
挙
結
果

ながいき川柳募集 句題「ながいき」
　ながいきストリート
逸品フェアでアーケー
ドに掲示（10 月１日～
11 月６日）する川柳を
募集します。
　句題は「ながいき」
です。長生きの秘訣や変わった健康法などを、
５・７・５にまとめて応募してください。
応募方法　１人２句以内。はがき裏面に必要事項を
楷書で記入し、ご応募ください（ファックス、持参
も可）。
必要事項　投稿句、郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号
応募締切　８月 22 日（月）までに加茂市商店街協同
組合（〒959－1351 仲町１－34、　☎52－0775、
FAX53－3434）
※入賞者には加茂市商店街共通商品券を進呈。

市
立
図
書
館
夏
休
み
中
の
臨
時
開
館
日
　
７
／
18
（
月
・
祝
）、
19
（
火
）、
８
／
１
（
月
）、
８
（
月
）、
11
（
木
・
祝
）、
15
（
月
）、
22
（
月
）、
29
日
（
月
）　
開
館
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

利
用
で
き
る
場
所
　
１
階
閲
覧
室
と
２
階
学
習
室
（
貸
し
出
し
、
視
聴
覚
機
器
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
不
可
）　
問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

｜

３
５
０
０
）

　
平
成
28
年
７
月
10
日
執
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
選
挙
結
果
は
次
の
と

お
り
で
す
。
な
お
、
投
票
率
（
県
選
出
）
は
62
・
62
％
で
し
た
。

問
い
合
わ
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室
（
☎
内
線
254
）

選 挙 当 日 の
有 権 者 数 男 11,872人 女 12,891人 計 24,763人

投 票 者 数 男  7,672人 女  7,834人 計 15,506人
棄 権 者 数 男  4,200人 女  5,057人 計  9,257人
投 票 率 男  64.62％ 女  60.77％ 計  62.62％
投 票 総 数 15,506  票
有 効 投 票 数 15,091  票
無 効 投 票 数 415  票

選 挙 当 日 の
有 権 者 数 男 11,872人 女 12,891人 計 24,763人

投 票 者 数 男  7,669人 女  7,830人 計 15,499人
棄 権 者 数 男  4,203人 女  5,061人 計  9,264人
投 票 率 男  64.60％ 女  60.74％ 計  62.59％
投 票 総 数 15,499    票
有 効 投 票 数 14,662    票
名簿登載者及び名簿
届出政党等の得票数 14,661.993票
あ ん 分 の 際
切 り 捨 て た 票 数 0.007票

無 効 投 票 数 837    票

候補者氏名

中 原 八 一 6,712 票

横 井 も と ゆ き 401 票

森 ゆ う こ 7,978 票

得票数

名簿届出政党の名称
社 会 民 主 党 票
国 民 怒 り の 声 票
お お さ か 維 新 の 会 票
公 明 党 票
日 本 共 産 党 票
幸 福 実 現 党 票
自 由 民 主 党 票
新 党 改 革 票
日 本 の こ こ ろ を
大 切 に す る 党 票
生活の党と山本太郎と
な か ま た ち 票

民 進 党 票
支 持 政 党 な し

537.955
103
705.320
1,211 .133
1,350 .043
114
6,094 .311
99.231
174

248

3,764
261 票

得票数

参議院　新潟県選出議員選挙　投票結果 候補者別得票数（加茂市届出順）

参議院　比例代表選出議員選挙　投票結果 政党別得票数（加茂市届出順）
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こ
い
て
上
町
へ！ 

納
涼
祭

生
涯
学
習
情
報

日
　
時
　
８
月
７
日
（
日
）
午
後
５

時
〜
９
時
（
盆
踊
り
は
午
後
７
時
20

分
か
ら
）

※

午
後
２
時
〜
10
時
は
車
両
通
行
止

め
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

場
　
所
　
上
町
商
店
街
内

主
な
行
事
　
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
、
飲
食

コ
ー
ナ
ー
、
盆
踊
り
、
抽
選
会
（
午

後
８
時
30
分
）

問
い
合
わ
せ
　
上
町
商
店
街
振
興
組

合
（
☎
53

｜

３
４
８
８
）

■
市
立
図
書
館

❶
読
も
う
、
語
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
文
学

日
　
時
　
毎
月
第
２
、
４
木
曜
日
、

介
護
人
材
確
保
の
た
め
の

　
　
　 

資
格
取
得
を
支
援

■
国
民
健
康
保
険
加
入
者

対
　
象
　
受
診
日
に
国
保
に
加
入
し

て
い
る
30
〜
74
歳
で
国
保
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
世
帯
に
属
す
る
人
。

助
成
額
　
２
万
５
千
200
円

助
成
方
法
　
❶
市
と
契
約
し
て
い
る

健
診
機
関
（
人
間
ド
ッ
ク
意
向
調
査

票
に
記
載
）
で
受
診
し
た
場
合
は
人

間
ド
ッ
ク
費
用
と
助
成
額
の
差
額
を

健
診
機
関
で
支
払
って
く
だ
さ
い
。

❷
市
と
契
約
し
て
い
な
い
健
診
機
関
で

受
診
し
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
費

用
を
全
額
支
払
い
、
後
日
助
成
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の
　
❶
申
請
書
（
健
康
課

窓
口
に
あ
り
）❷
受
診
者
名
、
受
診

日
が
記
載
さ
れ
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診

を
証
明
で
き
る
領
収
書
❸
人
間
ド
ッ

ク
結
果
報
告
書
❹
保
険
証
❺
印
鑑
❻

通
帳
な
ど
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

■
後
期
高
齢
者

対
　
象
　
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
た
人
で
、
受
診
時
に
後

期
高
齢
で
あ
る
人
。

助
成
額
　
１
万
円
（
上
限
）

必
要
な
も
の
　
❶
申
請
書
（
健
康
課

窓
口
に
あ
り
）❷
受
診
者
名
、
受
診

日
が
記
載
さ
れ
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診

を
証
明
で
き
る
領
収
書
（
領
収
書
が

な
い
場
合
は
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告

書
）❸
保
険
証
❹
印
鑑
❺
通
帳
な
ど

振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生

係
（
☎
内
線
164
）

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
を
助
成

午
前
10
時
か
ら

❷
読
　
書
　
会

日
　
時
　
毎
月
第
２
、
４
木
曜
日
、

午
後
１
時
30
分
か
ら

❸
古
典
文
学
の
集
い
・
万
葉
集

日
　
時
　
毎
月
第
４
金
曜
日
、
午
前

10
時
か
ら
　

❹
一
般
映
画
鑑
賞
会

上
映
日
／
作
品
名
　
▼
８
月
６
日

（
土
）
／
飛
べ
！ 

ダ
コ
タ

▼
９
月
３
日
（
土
）
／
ロ
ー
マ
の
休
日

時
　
間
　
午
後
２
時
か
ら

会
　
場
　
市
立
図
書
館

受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
随
時
（
一
般
映
画
鑑
賞

会
は
申
込
み
不
要
）

問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

｜

３
５
０
０
）

　
な
お
、❶
〜
❸
の
事
業
は
日
時
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
民
俗
資
料
館
　

❶
昔
の
加
茂
を
映
像
で
振
り
返
る
会

日
　
時
　
８
月
12
日
（
金
）
午
後
２

時
〜
３
時
30
分

会
　
場
　
市
立
図
書
館

参
加
料
　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

❷
古
文
書
講
座

日
　
時
　
９
月
６
日
〜
10
月
４
日
の

毎
週
火
曜
日
、
午
後
７
時
〜
８
時
40

分
（
全
５
回
）

会
　
場
　
公
民
館

講
　
師
　
市
文
化
財
調
査
審
議
会
委
員

受
講
料
　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

問
い
合
わ
せ
　
民
俗
資
料
館
（
☎
52

｜

０
０
８
９
）

不
審
電
話
に

　
　
ご
注
意
を

　
市
役
所
や
社
会
保
険
事
務
所
の
職

員
な
ど
と
名
乗
り
、
医
療
費
の
還
付

を
す
る
と
い
っ
て
口
座
番
号
を
聞
き

出
し
た
り
、
銀
行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
振

り
込
み
額
を
確
認
す
る
よ
う
促
す
不

審
な
電
話
や
訪
問
の
事
例
が
市
内
で

あ
り
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い

人
に
口
座
番
号
を
聞
く
こ
と
や
、
銀

行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
っ
て
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
電
話
や
、
訪
問
が

あ
っ
た
ら
健
康
課
（
☎
内
線
163
）
ま

た
は
加
茂
警
察
署
（
☎
52

｜

０
１
１

０
）
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
新
潟
県
で
は
、
介
護
人
材
の
確
保

の
た
め
、
資
格
取
得
に
必
要
な
費
用

の
一
部
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

▼
新
規
参
入
者
向
け
資
格
取
得
支
援

事
業
（
個
人
対
象
）

　
新
た
に
介
護
の
仕
事
に
就
こ
う
と

す
る
人
を
対
象
に
介
護
職
員
初
任
者

研
修
の
受
講
料
を
補
助
。

▼
現
任
者
向
け
資
格
取
得
支
援
事
業

（
事
業
所
対
象
）

　
介
護
事
業
所
が
職
員
の
資
格
取
得

を
支
援
す
る
場
合
、
費
用
の
３
分
の

２
を
補
助
。

申
し
込
み
　
補
助
額
な
ど
詳
し
く
は

県
福
祉
保
健
課
（
☎
025

｜

280

｜

５
１
７

２
、http://w

w
w
.pref.niigata.lg.j

p/fukushihoken/1356841986873.
htm
l

）
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
潟
県
警
察
官
を
募
集

試
験
職
種
　
警
察
官
Ａ（
大
学
卒

業
・
卒
業
見
込
み
）、
警
察
官
Ｂ（
大

学
卒
業
者
以
外
）

採
用
予
定
人
数
　
▼
男
性
警
察
官
Ａ

…

14
人
程
度

▼
女
性
警
察
官
Ａ…

４
人
程
度

▼
男
性
警
察
官
Ｂ…

60
人
程
度

▼
女
性
警
察
官
Ｂ…

10
人
程
度

受
付
期
間
　
８
月
15
日
（
月
）
ま
で

第
１
次
試
験
日
　
９
月
18
日
（
日
）

※

詳
し
く
は
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.police.pref.niigat

a.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
加
茂
警

察
署
（
☎
52

｜

０
１
１
０
）
ま
た
は
最

寄
り
の
交
番
、
駐
在
所
へ
。

８
月
３
日
は
司
法
書
士
の
日

　
県
司
法
書
士
会
　
無
料
相
談

不
動
産
の
相
続
や
売
買
な
ど
の
登
記
や
、
成
年
後
見
、
借
金
、
そ
の
他
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
　
時
　
８
月
３
日
（
水
）
各
司
法
書
士
事
務
所
の
営
業
時
間
内
　
会
　
場
　
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所
　
問
い
合
わ
せ
　
県
司
法
書
士
会
（
☎
025

｜

244

｜

５
１
２
１
）

特
別
会
計
は
13
年
連
続
赤
字

医療給
付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金
分※１

所得割
※２ 7.40% 2.10% 2.45%
資産割
※３ 19.78% 7.80% ―

―

均等割
※４ 29,400円 9,600円 13,420円
平等割
※５ 20,600円 5,400円
賦課
限度額 540,000円 190,000円 160,000円

平成28年度 加茂市国民健康保険税率 　
平
成
27
年
度
の
市
の
国
保
加
入
者

１
人
当
た
り
の
年
間
国
保
税
（
医
療

分
＋
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
）
は
７

万
５
千
325
円
、
１
世
帯
当
た
り
12
万

７
千
929
円
で
し
た
。
前
年
度
に
比
べ
、

１
人
当
た
り
4.3
％
、
１
世
帯
当
た
り

5.9
％
の
減
少
で
し
た
。

　
一
方
、
１
人
当
た
り
の
年
間
医
療

費
は
35
万
３
千
173
円
で
、
内
訳
は
国

保
一
般
が
35
万
１
千
490
円
で
、
前
年

度
に
比
べ
2.7
％
の
増
加
、
退
職
が
38

万
２
千
25
円
で
前
年
度
比
14
・
４
％

の
増
加
で
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
支
出

は
、
全
体
の
95
％
、
約
35
億
２
千
万

円
が
皆
さ
ん
の
医
療
費
な
ど
の
支
出

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
収
入
は
、
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い

た
だ
く
国
保
税
や
国
か
ら
の
負
担
金
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
か
ら

の
交
付
金
や
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
な
ど
で
す
。

　
国
保
特
別
会
計
は
、
平
成
15
年
度

か
ら
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
27
年
度

は
２
億
７
千
880
万
円
余
り
の
赤
字
決

算
見
込
み
で
す
。

■
医
療
費
を
大
切
に

　
国
保
は
高
齢
者
の
加
入
割
合
が
高

く
（
60
歳
以
上
は
61
％
）、
医
療
費

の
増
加
や
国
保
税
の
負
担
能
力
な
ど
、

制
度
の
維
持
、
運
営
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
を
大
切
に
使
う
た
め
、
次

の
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
家
庭
医
を
持
つ

　
あ
な
た
の
病
歴
や
体
質
、
生
活
環

境
や
健
康
状
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る
家

庭
医
を
持
つ
こ
と
は
、
病
気
の
治
療

に
た
いへ
ん
役
立
ち
ま
す
。

▼
早
期
発
見
・
早
期
治
療
を

　
ふ
だ
ん
と
様
子
が
違
っ
た
ら
、
早
め

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
受
診
は
時
間
内
に

　
急
病
な
ど
特
別
な
場
合
の
ほ
か
は

時
間
外
や
休
日
の
受
診
は
避
け
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ハ
シ
ゴ
受
診
は
や
め
る

※

１
　
40
〜
64
歳
　※

２
　
前
年
所

得
か
ら
33
万
円
を
控
除
し
た
基
礎
額

に
割
合
を
乗
じ
算
出
。
　※

３
　
今

年
度
固
定
資
産
税
額
に
割
合
を
乗
じ

算
出
。※

４
　
１
人
当
た
り
　※

５

１
世
帯
当
た
り

　
お
医
者
さ
ん
を
次
々
と
替
え
る
と

同
じ
検
査
を
行
い
ム
ダ
な
ば
か
り
か
、

薬
が
重
な
り
危
険
な
こ
と
も
あ
る
の

で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
国
保
税
は
忘
れ
ず
に

　
国
保
税
は
、
国
保
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
の
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主

か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
国
保
を
運
営
す
る
う
え
で

と
て
も
大
切
な
財
源
で
す
。

　
未
納
や
納
め
忘
れ
な
ど
が
あ
る
と
、

国
保
財
政
は
苦
し
く
な
り
、
十
分
な

給
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ
う
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
納
期
は
７
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
９
回
で
す
。

▼
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
口
座
振
替
は
、
１
回
の
手
続
き
で

確
実
に
納
税
で
き
ま
す
。
口
座
振
替

依
頼
書
は
、
市
内
の
金
融
機
関
（
郵

便
局
を
含
む
）
と
税
務
課
、市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

　
25
日
ま
で
の
申
し
込
み
で
、
翌
月

納
期
分
か
ら
口
座
振
替
納
税
で
き

ま
す
。

▼
納
付
は
い
つ
か
ら
　
国
保
税
は
他
の

市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き
や

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め
た
と

き
な
ど
、
国
保
の
資
格
を
得
た
月
の

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世

帯
主
や
、
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
の
世
帯
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
の
天
引
き
に
よ
る
特
別
徴
収
で
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
国
保
税
に
つ
い
て
は
税
務
課
民
税

係
（
☎
内
線
125
）
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
傷
害
に
よ
る
医
療

費
は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担

す
べ
き
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
負
担
（
弁
償
）
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
遅
れ
た
り
す

る
場
合
に
は
、
国
保
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
っ
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
医
療
費
を
医
療
保
険

が
一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　
保
険
証
を
使
い
交
通
事
故
な
ど
の

け
が
の
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
け
出
の
際
の
注
意

・
加
害
者
の
住
所
、
氏
名
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
の
有
無

を
確
認
し
て
お
く
。

・
交
通
事
故
証
明
書
を
取
り
寄
せ
る
。

・
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
す
る
。

■
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

・
軽
い
け
が
だ
と
思
っ
て
も
、
必
ず
警

察
へ
届
け
る
。

・
免
許
証
、
車
検
証
、
保
険
証
な
ど

で
相
手
を
確
認
す
る
。

・
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
ひ
か
え
る
。

・
示
談
前
に
健
康
課
国
民
健
康
保
険

係
へ
相
談
す
る
（
加
害
者
か
ら
治
療

費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま

せ
る
と
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
）。

交
通
事
故
に

遭
っ
た
ら
届
け
出
を

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

対
象
者
　
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満

た
す
人
。

・
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
失
業

し
た
。

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
。

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者（
倒

産
・
解
雇
な
ど
の
離
職
者
）
ま
た
は

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
者
）
で
あ
る
。

※

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１

面
「
12
　
離
職
理
由
」
欄
に
記
載
の

離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32
、
23
、
33
、
34
の
人
が

該
当
し
ま
す
。

軽
減
内
容
　
国
民
健
康
保
険
税
の
所

得
割
を
算
定
す
る
際
に
、
非
自
発
的

失
業
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を
30
／

100
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
。

申
請
方
法
　
保
険
証
と
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
原
本
を
持
参
し
、
健

康
課
窓
口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）



広報かも No.873   28.  7.  15広報かも No.873   28.  7.  15（ 5 ） （ 4 ）

　
８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
証
は
「
空
色
」
で
、
個
人
宛

て
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
　
平
成
28
年
度
分
は
、
７

月
中
旬
に
個
別
に
保
険
料
額
決
定
通

知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
所
得
割
（
基
礎
控
除

後
の
前
年
中
の
所
得
の
７
・
15
％
）
と

均
等
割
（
１
人
当
た
り
３
万
５
千
300

円
）
の
合
計
で
算
定
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民
健
康
保

険
係
（
☎
内
線
163
）、
新
潟
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎
025

｜

285

｜

３
２
２
１
）

■
70
歳
未
満
の
高
額
療
養
費

　
国
保
加
入
者
の
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
に
、一
つ
の
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
は
、
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済
み
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
限
度
額
は
所
得
に

よ
っ
て
複
数
の
区
分
が
あ
り
、
窓
口
で

そ
の
区
分
に
応
じ
た
限
度
額
を
適
用

さ
せ
る
た
め
に
は
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
が
必
要
で
す
。

　
入
院
や
通
院
で
自
己
負
担
が
高
額

■
国
保
の
保
険
証
を
更
新

　
国
保
の
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
）
を
８
月
に
更
新
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
「
ピ
ン
ク
色
」

で
、
世
帯
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主
あ

て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確

認
の
う
え
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

・
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
届
け
出
を

　
職
場
の
保
険
に
加
入
し
た
と
き
や

他
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
て
保
険
証
を
返
し
て
く

だ
さ
い
。

・
学
生
の
場
合

　
市
外
に
住
所
を
移
し
て
い
る
学
生

は
、
特
例
で
加
茂
市
の
国
保
の
保
険

証
を
交
付
し
ま
す
。

■
保
険
証
の
有
効
期
限

　
通
常
、
保
険
証
の
有
効
期
限
は
毎

年
７
月
31
日
で
す
が
、
次
の
場
合
は

有
効
期
限
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

▼
退
職
者
医
療
は
64
歳
ま
で

　
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
65
歳
に

な
る
人
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
誕

生
月
の
月
末
ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に一般
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま

　
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
）
は
、
先
発
医
薬
品
（
新
薬
）
の

特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ
れ
た
、

先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効
成
分
や
効

果
・
効
能
を
も
つ
安
価
な
医
薬
品
で

す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更

は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
、
薬

の
特
徴
や
医
療
費
に
つい
て
説
明
を
聞

い
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
ま
で
の
薬
を
一
気
に
変
更
す
る

の
が
不
安
な
と
き
は
、
試
し
に
数
日

分
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
は
健
康
課
の

窓
口
で
も
配
付
し
て
い
ま
す
。

国民健康保険からのお知らせ
　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんへ受
診することができるように、日ごろから収入に応じてお金（国保税）を出し合い、
みんなで助け合う制度です。国保は医療保険のひとつとして加茂市が運営してい
ます。職場の健康保険の加入者とその扶養家族、後期高齢者医療制度の加入者、
生活保護を受けている人などを除いた、すべての人が国保に加入します。

保
険
証
８
月
か
ら
ピ
ン
ク
色

こんなときは 持ってくるもの
他市町村から転入して
きた

①転出証明書②マイナンバーカード
または通知カード

退職や認定取消などで
他の健康保険をやめた

①健保などの資格等喪失連絡票②マ
イナンバーカードまたは通知カード

子どもが生まれた ①印鑑②母子健康手帳

生活保護を受けなく
なった

①保護廃止連絡票②マイナンバー
カードまたは通知カード

他市町村へ転出する ①保険証②マイナンバーカードまた
は通知カード

他の健康保険に加入し
た

①国保と健保などの保険証②マイナ
ンバーカードまたは通知カード

死亡した ①印鑑②保険証

生活保護を受けた ①保険証②保護開始連絡票③マイナ
ンバーカードまたは通知カード

住所、世帯主、氏名な
どが変わった

①保険証②マイナンバー個人番号
カードまたは通知カード

保険証をなくした マイナンバーカードまたは「通知
カード＋本人確認できるもの」

保険証の内容訂正また
は汚れた

①保険証②マイナンバーカードまた
は通知カード

修学のため他市町村へ
行く

①保険証②在学の証明書③マイナン
バーカードまたは通知カード

こんなときは14日以内に市民課へ届け出ください

国
保
に
加
入

国
保
を
脱
退

そ
の
他

す
。

▼
70
歳
に
な
る
人
に
は
兼
高
齢
受
給

者
証

　
70
歳
の
人
（
以
下
高
齢
受
給
者
。

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

対
象
者
は
除
く
）
の
保
険
証
は
高
齢

受
給
者
証
を
兼
ね
、
そ
の
人
の
負
担

割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
受
給
者
に
な
る
の
は
70
歳
の

誕
生
月
の
翌
月
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
誕
生
月
）
か
ら
で
す
。

　
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

は
、有
効
期
限
が
誕
生
月
の
月
末
（
１

日
生
ま
れ
の
人
は
前
月
末
）
ま
で
で

す
。
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
一
部

負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た
新
し

い
保
険
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
を

お
届
け
し
ま
す
。

▼
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

　
新
た
に
75
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で

で
す
。
75
歳
に
な
る
と
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
た
め
、

誕
生
日
ま
で
に
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
退
職
者
医
療
制
度

　
65
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
の
う

ち
、
会
社
な
ど
を
退
職
し
て
、
年
金

（
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
）
を
受
け

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
は
「
退
職
者

医
療
制
度
」
の
保
険
証
で
医
療
を
受

け
ま
す
。

　
退
職
者
医
療
制
度
は
、
本
人
の
自

己
負
担
と
保
険
税
の
ほ
か
は
、
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
が
出
し
合
う
拠
出

金
を
財
源
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
、
退
職
者
医
療
制
度

の
新
規
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平

成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
対
象
と

な
っ
た
人
は
、
引
き
続
き
65
歳
ま
で

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
で
す
。

　
対
象
者
は
次
の
条
件
の
す
べ
て
に

当
て
は
ま
る
人
（
退
職
被
保
険
者
本

人
）
と
、
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

▼
退
職
被
保
険
者
本
人

❶
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

65
歳
未
満
。

❷
厚
生
年
金
保
険
や
各
種
共
済
組
合

の
年
金
制
度
か
ら
老
齢
（
退
職
）
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
、

こ
れ
ら
の
制
度
加
入
期
間
が
20
年
以

上
も
し
く
は
40
歳
以
後
の
加
入
期
間

が
10
年
以
上
（
雇
用
保
険
受
給
者
、

若
年
停
止
者
を
除
く
）
あ
る
人
。

▼
被
扶
養
者
（
扶
養
家
族
）

　
退
職
被
保
険
者
と
生
活
を
共
に

し
、
主
に
退
職
被
保
険
者
の
収
入
で

生
計
を
維
持
し
て
い
る
次
の
人
。

❶
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、
配

偶
者
（
内
縁
含
む
）
と
３
親
等
以
内

の
親
族
や
配
偶
者
の
父
母
と
子
。

❷
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

65
歳
未
満
。

❸
年
間
収
入
が
130
万
円
（
60
歳
以
上

や
障
害
者
は
180
万
円
）
未
満
。

　
保
険
証
の
切
り
替
え
に
は
年
金
証

書（
加
入
期
間
が
書
い
て
あ
る
証
書
）

と一般
の
保
険
証
が
必
要
。

後期高齢者
　　医療制度
保険証は空色

高
額
療
養
費

に
な
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
健
康

課
で
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
認
定
証

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
負
担

が
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　
複
数
の
医
療
機
関
へ
の
支
払
い
で
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、

いっ
た
ん
３
割
分
を
支
払
い
、
後
か
ら

申
請
す
る
と
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
以
上
75
歳
未
満

　
個
人（
外
来
の
み
）と
世
帯（
外
来
・

入
院
）
で
そ
れ
ぞ
れ
自
己
負
担
限
度

額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
役
並
み
所
得
者
、一
般
世
帯
は

保
険
証
だ
け
を
提
示
、
低
所
得
者
Ⅰ・

Ⅱ
該
当
者
は
、
保
険
証
と
減
額
認
定

証
を
提
示
す
る
と
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
月
の
途
中
で
75
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
は
、
同
一
月
で
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
制
度
（
国

保
な
ど
）
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額
を
負
担
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
例
と
し
て
75
歳
に
到

達
し
た
月
は
、
移
行
前
後
の
医
療
保

険
制
度
で
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来

の
額
の
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
１
日

生
ま
れ
を
除
く
）。

■
食
事
の
減
額
認
定
証
　
入
院
時
の

食
事
負
担
額
は
１
食
360
円
で
す
。

　
た
だ
し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」が
あ
る
人
は
、１
食
210
円（
過

去
12
カ
月
の
入
院
日
数
が
90
日
超
の

場
合
は
160
円
、
70
歳
以
上
で
所
得
が

０
円
と
な
る
世
帯
の
人
は
100
円
）
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
な
人
や
、
新
た
に

認
定
を
受
け
る
人
は
、
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
限
度
額
適
用
認
定
証

対
象
者
　
70
歳
未
満
で
医
療
機
関
で

の
負
担
が
限
度
額
を
超
え
る
人

必
要
な
も
の
　
保
険
証
、
現
在
お
持

ち
の
認
定
証
（
更
新
）

▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

対
象
者
　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
人

必
要
な
も
の
　
保
険
証
、
現
在
お
持

ち
の
認
定
証
（
更
新
）、
長
期
入
院

該
当
者
は
90
日
を
超
え
る
入
院
を
証

明
で
き
る
も
の
（
領
収
書
な
ど
）

上位所得世帯※2
総所得金額901万円以
上

252,600円＋（総医
療費－842,000円）
×１％

140,100円

上位所得世帯
同600万円～901万円

167,400円＋（総医
療費－558,000円）
×１％

93,000円

一般世帯
同210万円～600万円

80,100円＋（総医
療費－267,000円）
×１％

44,400円

一般世帯※3
同210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

○70歳未満
　　　　  　回数
所得区分 ３回目まで ４回目

以降※1

区　分 外来
（個人）

外来＋入院
（世帯）

現役並み所得
者（３割） 44,400円

80,100円+（総医療費－
267,000円）×１％
※４回目以降は44,400円

一　　般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

○70歳以上75歳未満

8,000円

※１　過去12カ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が
４回以上あった場合の４回目以降の限度額。
※２　所得の申告がない場合も上位所得世帯（総所得金額
901万円以上）とみなされます。
※３　非課税世帯を除きます。

70 歳以上 75 歳未満の所得区分
・現役並み所得者（３割負担）　同一世帯に住民税課税所
得が 145 万円以上の 70 歳以上 75 歳未満の国保被保険
者がいる人。70 歳以上 75 歳未満は２人以上で 520 万円未
満、１人で383 万円未満は申請により２割負担（昭和 19 年４
月１日以前生まれは１割負担）。
・低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主および国保被保険者が
住民税非課税の人。
・低所得者Ⅰ　世帯主および国保被保険者が住民税非課税
で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金所得は控除
額 80 万円）を差し引き０円になる人。

360円

90日までの入院 210円

90日超の入院（過去12カ
月の入院日数） 160円

100円

入院時食事代　標準負担額（１食当たり）
一般（下記以外の人）

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
（70歳以上）

低所得者Ⅰ（70歳以上）
※住民税非課税世帯（低所得者Ⅰ、Ⅱ）の人は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
健康課の窓口にお申し出ください。

ご
存
じ
で
す
か

　
　
後
発
医
薬
品
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８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
証
は
「
空
色
」
で
、
個
人
宛

て
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
　
平
成
28
年
度
分
は
、
７

月
中
旬
に
個
別
に
保
険
料
額
決
定
通

知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
所
得
割
（
基
礎
控
除

後
の
前
年
中
の
所
得
の
７
・
15
％
）
と

均
等
割
（
１
人
当
た
り
３
万
５
千
300

円
）
の
合
計
で
算
定
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民
健
康
保

険
係
（
☎
内
線
163
）、
新
潟
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎
025

｜

285

｜

３
２
２
１
）

■
70
歳
未
満
の
高
額
療
養
費

　
国
保
加
入
者
の
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
に
、一
つ
の
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
は
、
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済
み
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
限
度
額
は
所
得
に

よ
っ
て
複
数
の
区
分
が
あ
り
、
窓
口
で

そ
の
区
分
に
応
じ
た
限
度
額
を
適
用

さ
せ
る
た
め
に
は
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
が
必
要
で
す
。

　
入
院
や
通
院
で
自
己
負
担
が
高
額

■
国
保
の
保
険
証
を
更
新

　
国
保
の
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
）
を
８
月
に
更
新
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
「
ピ
ン
ク
色
」

で
、
世
帯
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主
あ

て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確

認
の
う
え
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

・
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
届
け
出
を

　
職
場
の
保
険
に
加
入
し
た
と
き
や

他
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

必
ず
届
け
出
て
保
険
証
を
返
し
て
く

だ
さ
い
。

・
学
生
の
場
合

　
市
外
に
住
所
を
移
し
て
い
る
学
生

は
、
特
例
で
加
茂
市
の
国
保
の
保
険

証
を
交
付
し
ま
す
。

■
保
険
証
の
有
効
期
限

　
通
常
、
保
険
証
の
有
効
期
限
は
毎

年
７
月
31
日
で
す
が
、
次
の
場
合
は

有
効
期
限
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

▼
退
職
者
医
療
は
64
歳
ま
で

　
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
で
、
65
歳
に

な
る
人
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
誕

生
月
の
月
末
ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ

る
前
に一般
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま

　
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
）
は
、
先
発
医
薬
品
（
新
薬
）
の

特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ
れ
た
、

先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効
成
分
や
効

果
・
効
能
を
も
つ
安
価
な
医
薬
品
で

す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更

は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
、
薬

の
特
徴
や
医
療
費
に
つい
て
説
明
を
聞

い
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
ま
で
の
薬
を
一
気
に
変
更
す
る

の
が
不
安
な
と
き
は
、
試
し
に
数
日

分
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
は
健
康
課
の

窓
口
で
も
配
付
し
て
い
ま
す
。

国民健康保険からのお知らせ
　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんへ受
診することができるように、日ごろから収入に応じてお金（国保税）を出し合い、
みんなで助け合う制度です。国保は医療保険のひとつとして加茂市が運営してい
ます。職場の健康保険の加入者とその扶養家族、後期高齢者医療制度の加入者、
生活保護を受けている人などを除いた、すべての人が国保に加入します。

保
険
証
８
月
か
ら
ピ
ン
ク
色

こんなときは 持ってくるもの
他市町村から転入して
きた

①転出証明書②マイナンバーカード
または通知カード

退職や認定取消などで
他の健康保険をやめた

①健保などの資格等喪失連絡票②マ
イナンバーカードまたは通知カード

子どもが生まれた ①印鑑②母子健康手帳

生活保護を受けなく
なった

①保護廃止連絡票②マイナンバー
カードまたは通知カード

他市町村へ転出する ①保険証②マイナンバーカードまた
は通知カード

他の健康保険に加入し
た

①国保と健保などの保険証②マイナ
ンバーカードまたは通知カード

死亡した ①印鑑②保険証

生活保護を受けた ①保険証②保護開始連絡票③マイナ
ンバーカードまたは通知カード

住所、世帯主、氏名な
どが変わった

①保険証②マイナンバー個人番号
カードまたは通知カード

保険証をなくした マイナンバーカードまたは「通知
カード＋本人確認できるもの」

保険証の内容訂正また
は汚れた

①保険証②マイナンバーカードまた
は通知カード

修学のため他市町村へ
行く

①保険証②在学の証明書③マイナン
バーカードまたは通知カード

こんなときは14日以内に市民課へ届け出ください

国
保
に
加
入

国
保
を
脱
退

そ
の
他

す
。

▼
70
歳
に
な
る
人
に
は
兼
高
齢
受
給

者
証

　
70
歳
の
人
（
以
下
高
齢
受
給
者
。

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

対
象
者
は
除
く
）
の
保
険
証
は
高
齢

受
給
者
証
を
兼
ね
、
そ
の
人
の
負
担

割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
受
給
者
に
な
る
の
は
70
歳
の

誕
生
月
の
翌
月
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
誕
生
月
）
か
ら
で
す
。

　
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

は
、有
効
期
限
が
誕
生
月
の
月
末
（
１

日
生
ま
れ
の
人
は
前
月
末
）
ま
で
で

す
。
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
一
部

負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た
新
し

い
保
険
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
を

お
届
け
し
ま
す
。

▼
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

　
新
た
に
75
歳
に
な
る
人
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で

で
す
。
75
歳
に
な
る
と
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
た
め
、

誕
生
日
ま
で
に
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
退
職
者
医
療
制
度

　
65
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
の
う

ち
、
会
社
な
ど
を
退
職
し
て
、
年
金

（
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
）
を
受
け

る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
は
「
退
職
者

医
療
制
度
」
の
保
険
証
で
医
療
を
受

け
ま
す
。

　
退
職
者
医
療
制
度
は
、
本
人
の
自

己
負
担
と
保
険
税
の
ほ
か
は
、
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
が
出
し
合
う
拠
出

金
を
財
源
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
、
退
職
者
医
療
制
度

の
新
規
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平

成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
対
象
と

な
っ
た
人
は
、
引
き
続
き
65
歳
ま
で

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
で
す
。

　
対
象
者
は
次
の
条
件
の
す
べ
て
に

当
て
は
ま
る
人
（
退
職
被
保
険
者
本

人
）
と
、
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

▼
退
職
被
保
険
者
本
人

❶
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

65
歳
未
満
。

❷
厚
生
年
金
保
険
や
各
種
共
済
組
合

の
年
金
制
度
か
ら
老
齢
（
退
職
）
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
、

こ
れ
ら
の
制
度
加
入
期
間
が
20
年
以

上
も
し
く
は
40
歳
以
後
の
加
入
期
間

が
10
年
以
上
（
雇
用
保
険
受
給
者
、

若
年
停
止
者
を
除
く
）
あ
る
人
。

▼
被
扶
養
者
（
扶
養
家
族
）

　
退
職
被
保
険
者
と
生
活
を
共
に

し
、
主
に
退
職
被
保
険
者
の
収
入
で

生
計
を
維
持
し
て
い
る
次
の
人
。

❶
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、
配

偶
者
（
内
縁
含
む
）
と
３
親
等
以
内

の
親
族
や
配
偶
者
の
父
母
と
子
。

❷
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

65
歳
未
満
。

❸
年
間
収
入
が
130
万
円
（
60
歳
以
上

や
障
害
者
は
180
万
円
）
未
満
。

　
保
険
証
の
切
り
替
え
に
は
年
金
証

書（
加
入
期
間
が
書
い
て
あ
る
証
書
）

と一般
の
保
険
証
が
必
要
。

後期高齢者
　　医療制度
保険証は空色

高
額
療
養
費

に
な
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
健
康

課
で
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
認
定
証

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
負
担

が
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　
複
数
の
医
療
機
関
へ
の
支
払
い
で
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、

いっ
た
ん
３
割
分
を
支
払
い
、
後
か
ら

申
請
す
る
と
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
以
上
75
歳
未
満

　
個
人（
外
来
の
み
）と
世
帯（
外
来
・

入
院
）
で
そ
れ
ぞ
れ
自
己
負
担
限
度

額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
役
並
み
所
得
者
、一
般
世
帯
は

保
険
証
だ
け
を
提
示
、
低
所
得
者
Ⅰ・

Ⅱ
該
当
者
は
、
保
険
証
と
減
額
認
定

証
を
提
示
す
る
と
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
月
の
途
中
で
75
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
は
、
同
一
月
で
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
制
度
（
国

保
な
ど
）
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額
を
負
担
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
例
と
し
て
75
歳
に
到

達
し
た
月
は
、
移
行
前
後
の
医
療
保

険
制
度
で
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来

の
額
の
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
１
日

生
ま
れ
を
除
く
）。

■
食
事
の
減
額
認
定
証
　
入
院
時
の

食
事
負
担
額
は
１
食
360
円
で
す
。

　
た
だ
し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」が
あ
る
人
は
、１
食
210
円（
過

去
12
カ
月
の
入
院
日
数
が
90
日
超
の

場
合
は
160
円
、
70
歳
以
上
で
所
得
が

０
円
と
な
る
世
帯
の
人
は
100
円
）
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
な
人
や
、
新
た
に

認
定
を
受
け
る
人
は
、
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
限
度
額
適
用
認
定
証

対
象
者
　
70
歳
未
満
で
医
療
機
関
で

の
負
担
が
限
度
額
を
超
え
る
人

必
要
な
も
の
　
保
険
証
、
現
在
お
持

ち
の
認
定
証
（
更
新
）

▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

対
象
者
　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
人

必
要
な
も
の
　
保
険
証
、
現
在
お
持

ち
の
認
定
証
（
更
新
）、
長
期
入
院

該
当
者
は
90
日
を
超
え
る
入
院
を
証

明
で
き
る
も
の
（
領
収
書
な
ど
）

上位所得世帯※2
総所得金額901万円以
上

252,600円＋（総医
療費－842,000円）
×１％

140,100円

上位所得世帯
同600万円～901万円

167,400円＋（総医
療費－558,000円）
×１％

93,000円

一般世帯
同210万円～600万円

80,100円＋（総医
療費－267,000円）
×１％

44,400円

一般世帯※3
同210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

○70歳未満
　　　　  　回数
所得区分 ３回目まで ４回目

以降※1

区　分 外来
（個人）

外来＋入院
（世帯）

現役並み所得
者（３割） 44,400円

80,100円+（総医療費－
267,000円）×１％
※４回目以降は44,400円

一　　般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

○70歳以上75歳未満

8,000円

※１　過去12カ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が
４回以上あった場合の４回目以降の限度額。
※２　所得の申告がない場合も上位所得世帯（総所得金額
901万円以上）とみなされます。
※３　非課税世帯を除きます。

70 歳以上 75 歳未満の所得区分
・現役並み所得者（３割負担）　同一世帯に住民税課税所
得が 145 万円以上の 70 歳以上 75 歳未満の国保被保険
者がいる人。70 歳以上 75 歳未満は２人以上で 520 万円未
満、１人で383 万円未満は申請により２割負担（昭和 19 年４
月１日以前生まれは１割負担）。
・低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主および国保被保険者が
住民税非課税の人。
・低所得者Ⅰ　世帯主および国保被保険者が住民税非課税
で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金所得は控除
額 80 万円）を差し引き０円になる人。

360円

90日までの入院 210円

90日超の入院（過去12カ
月の入院日数） 160円

100円

入院時食事代　標準負担額（１食当たり）
一般（下記以外の人）

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
（70歳以上）

低所得者Ⅰ（70歳以上）
※住民税非課税世帯（低所得者Ⅰ、Ⅱ）の人は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
健康課の窓口にお申し出ください。

ご
存
じ
で
す
か

　
　
後
発
医
薬
品
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こ
い
て
上
町
へ！ 

納
涼
祭

生
涯
学
習
情
報

日
　
時
　
８
月
７
日
（
日
）
午
後
５

時
〜
９
時
（
盆
踊
り
は
午
後
７
時
20

分
か
ら
）

※

午
後
２
時
〜
10
時
は
車
両
通
行
止

め
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

場
　
所
　
上
町
商
店
街
内

主
な
行
事
　
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
、
飲
食

コ
ー
ナ
ー
、
盆
踊
り
、
抽
選
会
（
午

後
８
時
30
分
）

問
い
合
わ
せ
　
上
町
商
店
街
振
興
組

合
（
☎
53

｜

３
４
８
８
）

■
市
立
図
書
館

❶
読
も
う
、
語
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
文
学

日
　
時
　
毎
月
第
２
、
４
木
曜
日
、

介
護
人
材
確
保
の
た
め
の

　
　
　 

資
格
取
得
を
支
援

■
国
民
健
康
保
険
加
入
者

対
　
象
　
受
診
日
に
国
保
に
加
入
し

て
い
る
30
〜
74
歳
で
国
保
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
世
帯
に
属
す
る
人
。

助
成
額
　
２
万
５
千
200
円

助
成
方
法
　
❶
市
と
契
約
し
て
い
る

健
診
機
関
（
人
間
ド
ッ
ク
意
向
調
査

票
に
記
載
）
で
受
診
し
た
場
合
は
人

間
ド
ッ
ク
費
用
と
助
成
額
の
差
額
を

健
診
機
関
で
支
払
って
く
だ
さ
い
。

❷
市
と
契
約
し
て
い
な
い
健
診
機
関
で

受
診
し
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
費

用
を
全
額
支
払
い
、
後
日
助
成
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の
　
❶
申
請
書
（
健
康
課

窓
口
に
あ
り
）❷
受
診
者
名
、
受
診

日
が
記
載
さ
れ
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診

を
証
明
で
き
る
領
収
書
❸
人
間
ド
ッ

ク
結
果
報
告
書
❹
保
険
証
❺
印
鑑
❻

通
帳
な
ど
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
国
民

健
康
保
険
係
（
☎
内
線
161
）

■
後
期
高
齢
者

対
　
象
　
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
た
人
で
、
受
診
時
に
後

期
高
齢
で
あ
る
人
。

助
成
額
　
１
万
円
（
上
限
）

必
要
な
も
の
　
❶
申
請
書
（
健
康
課

窓
口
に
あ
り
）❷
受
診
者
名
、
受
診

日
が
記
載
さ
れ
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診

を
証
明
で
き
る
領
収
書
（
領
収
書
が

な
い
場
合
は
人
間
ド
ッ
ク
結
果
報
告

書
）❸
保
険
証
❹
印
鑑
❺
通
帳
な
ど

振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生

係
（
☎
内
線
164
）

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
を
助
成

午
前
10
時
か
ら

❷
読
　
書
　
会

日
　
時
　
毎
月
第
２
、
４
木
曜
日
、

午
後
１
時
30
分
か
ら

❸
古
典
文
学
の
集
い
・
万
葉
集

日
　
時
　
毎
月
第
４
金
曜
日
、
午
前

10
時
か
ら
　

❹
一
般
映
画
鑑
賞
会

上
映
日
／
作
品
名
　
▼
８
月
６
日

（
土
）
／
飛
べ
！ 

ダ
コ
タ

▼
９
月
３
日
（
土
）
／
ロ
ー
マ
の
休
日

時
　
間
　
午
後
２
時
か
ら

会
　
場
　
市
立
図
書
館

受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
随
時
（
一
般
映
画
鑑
賞

会
は
申
込
み
不
要
）

問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

｜

３
５
０
０
）

　
な
お
、❶
〜
❸
の
事
業
は
日
時
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
民
俗
資
料
館
　

❶
昔
の
加
茂
を
映
像
で
振
り
返
る
会

日
　
時
　
８
月
12
日
（
金
）
午
後
２

時
〜
３
時
30
分

会
　
場
　
市
立
図
書
館

参
加
料
　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

❷
古
文
書
講
座

日
　
時
　
９
月
６
日
〜
10
月
４
日
の

毎
週
火
曜
日
、
午
後
７
時
〜
８
時
40

分
（
全
５
回
）

会
　
場
　
公
民
館

講
　
師
　
市
文
化
財
調
査
審
議
会
委
員

受
講
料
　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

問
い
合
わ
せ
　
民
俗
資
料
館
（
☎
52

｜

０
０
８
９
）

不
審
電
話
に

　
　
ご
注
意
を

　
市
役
所
や
社
会
保
険
事
務
所
の
職

員
な
ど
と
名
乗
り
、
医
療
費
の
還
付

を
す
る
と
い
っ
て
口
座
番
号
を
聞
き

出
し
た
り
、
銀
行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
振

り
込
み
額
を
確
認
す
る
よ
う
促
す
不

審
な
電
話
や
訪
問
の
事
例
が
市
内
で

あ
り
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い

人
に
口
座
番
号
を
聞
く
こ
と
や
、
銀

行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
っ
て
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
電
話
や
、
訪
問
が

あ
っ
た
ら
健
康
課
（
☎
内
線
163
）
ま

た
は
加
茂
警
察
署
（
☎
52

｜

０
１
１

０
）
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
新
潟
県
で
は
、
介
護
人
材
の
確
保

の
た
め
、
資
格
取
得
に
必
要
な
費
用

の
一
部
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

▼
新
規
参
入
者
向
け
資
格
取
得
支
援

事
業
（
個
人
対
象
）

　
新
た
に
介
護
の
仕
事
に
就
こ
う
と

す
る
人
を
対
象
に
介
護
職
員
初
任
者

研
修
の
受
講
料
を
補
助
。

▼
現
任
者
向
け
資
格
取
得
支
援
事
業

（
事
業
所
対
象
）

　
介
護
事
業
所
が
職
員
の
資
格
取
得

を
支
援
す
る
場
合
、
費
用
の
３
分
の

２
を
補
助
。

申
し
込
み
　
補
助
額
な
ど
詳
し
く
は

県
福
祉
保
健
課
（
☎
025

｜

280

｜

５
１
７

２
、http://w

w
w
.pref.niigata.lg.j

p/fukushihoken/1356841986873.
htm
l

）
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
潟
県
警
察
官
を
募
集

試
験
職
種
　
警
察
官
Ａ（
大
学
卒

業
・
卒
業
見
込
み
）、
警
察
官
Ｂ（
大

学
卒
業
者
以
外
）

採
用
予
定
人
数
　
▼
男
性
警
察
官
Ａ

…

14
人
程
度

▼
女
性
警
察
官
Ａ…

４
人
程
度

▼
男
性
警
察
官
Ｂ…

60
人
程
度

▼
女
性
警
察
官
Ｂ…

10
人
程
度

受
付
期
間
　
８
月
15
日
（
月
）
ま
で

第
１
次
試
験
日
　
９
月
18
日
（
日
）

※

詳
し
く
は
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.police.pref.niigat

a.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
加
茂
警

察
署
（
☎
52

｜

０
１
１
０
）
ま
た
は
最

寄
り
の
交
番
、
駐
在
所
へ
。

８
月
３
日
は
司
法
書
士
の
日

　
県
司
法
書
士
会
　
無
料
相
談

不
動
産
の
相
続
や
売
買
な
ど
の
登
記
や
、
成
年
後
見
、
借
金
、
そ
の
他
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
　
時
　
８
月
３
日
（
水
）
各
司
法
書
士
事
務
所
の
営
業
時
間
内
　
会
　
場
　
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所
　
問
い
合
わ
せ
　
県
司
法
書
士
会
（
☎
025

｜

244

｜

５
１
２
１
）

特
別
会
計
は
13
年
連
続
赤
字

医療給
付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金
分※１

所得割
※２ 7.40% 2.10% 2.45%
資産割
※３ 19.78% 7.80% ―

―

均等割
※４ 29,400円 9,600円 13,420円
平等割
※５ 20,600円 5,400円
賦課
限度額 540,000円 190,000円 160,000円

平成28年度 加茂市国民健康保険税率 　
平
成
27
年
度
の
市
の
国
保
加
入
者

１
人
当
た
り
の
年
間
国
保
税
（
医
療

分
＋
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
）
は
７

万
５
千
325
円
、
１
世
帯
当
た
り
12
万

７
千
929
円
で
し
た
。
前
年
度
に
比
べ
、

１
人
当
た
り
4.3
％
、
１
世
帯
当
た
り

5.9
％
の
減
少
で
し
た
。

　
一
方
、
１
人
当
た
り
の
年
間
医
療

費
は
35
万
３
千
173
円
で
、
内
訳
は
国

保
一
般
が
35
万
１
千
490
円
で
、
前
年

度
に
比
べ
2.7
％
の
増
加
、
退
職
が
38

万
２
千
25
円
で
前
年
度
比
14
・
４
％

の
増
加
で
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
支
出

は
、
全
体
の
95
％
、
約
35
億
２
千
万

円
が
皆
さ
ん
の
医
療
費
な
ど
の
支
出

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
収
入
は
、
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い

た
だ
く
国
保
税
や
国
か
ら
の
負
担
金
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
か
ら

の
交
付
金
や
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
な
ど
で
す
。

　
国
保
特
別
会
計
は
、
平
成
15
年
度

か
ら
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
27
年
度

は
２
億
７
千
880
万
円
余
り
の
赤
字
決

算
見
込
み
で
す
。

■
医
療
費
を
大
切
に

　
国
保
は
高
齢
者
の
加
入
割
合
が
高

く
（
60
歳
以
上
は
61
％
）、
医
療
費

の
増
加
や
国
保
税
の
負
担
能
力
な
ど
、

制
度
の
維
持
、
運
営
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
を
大
切
に
使
う
た
め
、
次

の
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
家
庭
医
を
持
つ

　
あ
な
た
の
病
歴
や
体
質
、
生
活
環

境
や
健
康
状
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る
家

庭
医
を
持
つ
こ
と
は
、
病
気
の
治
療

に
た
いへ
ん
役
立
ち
ま
す
。

▼
早
期
発
見
・
早
期
治
療
を

　
ふ
だ
ん
と
様
子
が
違
っ
た
ら
、
早
め

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
受
診
は
時
間
内
に

　
急
病
な
ど
特
別
な
場
合
の
ほ
か
は

時
間
外
や
休
日
の
受
診
は
避
け
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ハ
シ
ゴ
受
診
は
や
め
る

※

１
　
40
〜
64
歳
　※

２
　
前
年
所

得
か
ら
33
万
円
を
控
除
し
た
基
礎
額

に
割
合
を
乗
じ
算
出
。
　※

３
　
今

年
度
固
定
資
産
税
額
に
割
合
を
乗
じ

算
出
。※

４
　
１
人
当
た
り
　※

５

１
世
帯
当
た
り

　
お
医
者
さ
ん
を
次
々
と
替
え
る
と

同
じ
検
査
を
行
い
ム
ダ
な
ば
か
り
か
、

薬
が
重
な
り
危
険
な
こ
と
も
あ
る
の

で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
国
保
税
は
忘
れ
ず
に

　
国
保
税
は
、
国
保
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
の
分
を
ま
と
め
て
世
帯
主

か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
国
保
を
運
営
す
る
う
え
で

と
て
も
大
切
な
財
源
で
す
。

　
未
納
や
納
め
忘
れ
な
ど
が
あ
る
と
、

国
保
財
政
は
苦
し
く
な
り
、
十
分
な

給
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ
う
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
納
期
は
７
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
９
回
で
す
。

▼
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
口
座
振
替
は
、
１
回
の
手
続
き
で

確
実
に
納
税
で
き
ま
す
。
口
座
振
替

依
頼
書
は
、
市
内
の
金
融
機
関
（
郵

便
局
を
含
む
）
と
税
務
課
、市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

　
25
日
ま
で
の
申
し
込
み
で
、
翌
月

納
期
分
か
ら
口
座
振
替
納
税
で
き

ま
す
。

▼
納
付
は
い
つ
か
ら
　
国
保
税
は
他
の

市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き
や

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め
た
と

き
な
ど
、
国
保
の
資
格
を
得
た
月
の

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世

帯
主
や
、
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
の
世
帯
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
の
天
引
き
に
よ
る
特
別
徴
収
で
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
国
保
税
に
つ
い
て
は
税
務
課
民
税

係
（
☎
内
線
125
）
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害

者
）
か
ら
受
け
た
傷
害
に
よ
る
医
療

費
は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担

す
べ
き
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
負
担
（
弁
償
）
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
遅
れ
た
り
す

る
場
合
に
は
、
国
保
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
っ
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
医
療
費
を
医
療
保
険

が
一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　
保
険
証
を
使
い
交
通
事
故
な
ど
の

け
が
の
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
第

三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
け
出
の
際
の
注
意

・
加
害
者
の
住
所
、
氏
名
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
の
有
無

を
確
認
し
て
お
く
。

・
交
通
事
故
証
明
書
を
取
り
寄
せ
る
。

・
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
す
る
。

■
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

・
軽
い
け
が
だ
と
思
っ
て
も
、
必
ず
警

察
へ
届
け
る
。

・
免
許
証
、
車
検
証
、
保
険
証
な
ど

で
相
手
を
確
認
す
る
。

・
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
ひ
か
え
る
。

・
示
談
前
に
健
康
課
国
民
健
康
保
険

係
へ
相
談
す
る
（
加
害
者
か
ら
治
療

費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま

せ
る
と
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
）。

交
通
事
故
に

遭
っ
た
ら
届
け
出
を

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

対
象
者
　
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満

た
す
人
。

・
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
失
業

し
た
。

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
。

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者（
倒

産
・
解
雇
な
ど
の
離
職
者
）
ま
た
は

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
者
）
で
あ
る
。

※

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１

面
「
12
　
離
職
理
由
」
欄
に
記
載
の

離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32
、
23
、
33
、
34
の
人
が

該
当
し
ま
す
。

軽
減
内
容
　
国
民
健
康
保
険
税
の
所

得
割
を
算
定
す
る
際
に
、
非
自
発
的

失
業
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を
30
／

100
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
。

申
請
方
法
　
保
険
証
と
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
原
本
を
持
参
し
、
健

康
課
窓
口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　健康課国民健康保険係（☎52－0080 内線 163）
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所
得
が
少
な
い
等
の
理
由
で
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
人
の
た
め
に
、

申
請
の
う
え
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
納
付
が
免
除
、
猶
予
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
制
度

　
全
額
免
除
制
度
と
一
部
納
付
（
４

分
の
１
、
半
額
、
４
分
の
３
納
付
）

制
度
が
あ
り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
が
対
象
の
納
付
猶
予
制

度
と
学
生
対
象
の
学
生
納
付
特
例
制

度
が
あ
り
ま
す
。

※

７
月
１
日
か
ら
30
歳
未
満
の
若
年

税 理 士 会
無料税務相談

日　 時　８月３日（水）、17日（水）の午前 10 時～正午　会　場　税理士会三条支部事務所（三条市旭町）
内　容　税金に関すること全般　予約・問い合わせ　前日までに税理士会三条支部（☎33－0380）

　
新
潟
経
営
大
学
の
先
生
が
教
え
る

公
開
講
座
で
す
。

日
　
時
　
８
月
４
日
（
木
）
午
後
６
時

30
分
〜
８
時

会
　
場
　
新
潟
経
営
大
学
　

テ
ー
マ
　
は
じ
め
て
の
お
も
て
な
し
英

会
話

講
師
名
　
井
上
信
恵
さ
ん
（
観
光
経

営
学
部
講
師
）

定
　
員
　
48
人
　
受
講
料
　
無
料

申
し
込
み
　
８
月
３
日
（
水
）
ま
で
に

同
大
学
総
務
課
（
☎
53

｜

３
０
０
０
、

http://w
w
w
.niigataum

.ac.jp/

）へ
。
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国民年金の
保険料
　　免除制度

者
納
付
猶
予
制
度
が
50
歳
未
満
ま
で

に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
い
ず
れ
の
制
度
も
原
則
と
し
て
、

前
年
の
所
得
を
基
準
と
し
て
審
査
さ

れ
ま
す
が
、
退
職
（
失
業
）
等
の
理

由
で
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
承
認
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
資
格
要

件
（
受
給
資
格
期
間
）
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
10
年
以
内
に
免
除

期
間
の
保
険
料
を
追
納
し
な
い
と
、

年
金
額
は
通
常
に
収
め
た
分
に
く
ら

べ
減
額
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
猶
予
期
間
は
追
納
し

な
い
限
り
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。

年
度
ご
と
に
申
請
　
免
除
制
度
の
承

認
期
間
は
７
月
〜
翌
年
６
月
ま
で
が

１
年
度
と
な
り
ま
す
。

　
今
ま
で
免
除
申
請
を
し
て
い
て
、

引
き
続
き
７
月
以
降
も
免
除
を
希
望

す
る
人
は
再
度
手
続
き
が
必
要
（
年

金
事
務
所
か
ら
「
継
続
審
査
申
出
受

付
済
み
」
の
通
知
が
あ
っ
た
人
は
不

要
）
で
す
。

　
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
中
の
人

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
カ

月
前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請

を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
民
年
金
係

（
☎
内
線
113
）

新
潟
経
営
大
学
公
開
講
座

参
議
院
議
員
通
常
選
挙 

加
茂
市
の
選
挙
結
果

ながいき川柳募集 句題「ながいき」
　ながいきストリート
逸品フェアでアーケー
ドに掲示（10 月１日～
11 月６日）する川柳を
募集します。
　句題は「ながいき」
です。長生きの秘訣や変わった健康法などを、
５・７・５にまとめて応募してください。
応募方法　１人２句以内。はがき裏面に必要事項を
楷書で記入し、ご応募ください（ファックス、持参
も可）。
必要事項　投稿句、郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号
応募締切　８月 22 日（月）までに加茂市商店街協同
組合（〒959－1351 仲町１－34、　☎52－0775、
FAX53－3434）
※入賞者には加茂市商店街共通商品券を進呈。

市
立
図
書
館
夏
休
み
中
の
臨
時
開
館
日
　
７
／
18
（
月
・
祝
）、
19
（
火
）、
８
／
１
（
月
）、
８
（
月
）、
11
（
木
・
祝
）、
15
（
月
）、
22
（
月
）、
29
日
（
月
）　
開
館
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

利
用
で
き
る
場
所
　
１
階
閲
覧
室
と
２
階
学
習
室
（
貸
し
出
し
、
視
聴
覚
機
器
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
不
可
）　
問
い
合
わ
せ
　
市
立
図
書
館
（
☎
53

｜

３
５
０
０
）

　
平
成
28
年
７
月
10
日
執
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
選
挙
結
果
は
次
の
と

お
り
で
す
。
な
お
、
投
票
率
（
県
選
出
）
は
62
・
62
％
で
し
た
。

問
い
合
わ
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室
（
☎
内
線
254
）

選 挙 当 日 の
有 権 者 数 男 11,872人 女 12,891人 計 24,763人

投 票 者 数 男  7,672人 女  7,834人 計 15,506人
棄 権 者 数 男  4,200人 女  5,057人 計  9,257人
投 票 率 男  64.62％ 女  60.77％ 計  62.62％
投 票 総 数 15,506  票
有 効 投 票 数 15,091  票
無 効 投 票 数 415  票

選 挙 当 日 の
有 権 者 数 男 11,872人 女 12,891人 計 24,763人

投 票 者 数 男  7,669人 女  7,830人 計 15,499人
棄 権 者 数 男  4,203人 女  5,061人 計  9,264人
投 票 率 男  64.60％ 女  60.74％ 計  62.59％
投 票 総 数 15,499    票
有 効 投 票 数 14,662    票
名簿登載者及び名簿
届出政党等の得票数 14,661.993票
あ ん 分 の 際
切 り 捨 て た 票 数 0.007票

無 効 投 票 数 837    票

候補者氏名

中 原 八 一 6,712 票

横 井 も と ゆ き 401 票

森 ゆ う こ 7,978 票

得票数

名簿届出政党の名称
社 会 民 主 党 票
国 民 怒 り の 声 票
お お さ か 維 新 の 会 票
公 明 党 票
日 本 共 産 党 票
幸 福 実 現 党 票
自 由 民 主 党 票
新 党 改 革 票
日 本 の こ こ ろ を
大 切 に す る 党 票
生活の党と山本太郎と
な か ま た ち 票

民 進 党 票
支 持 政 党 な し

537.955
103
705.320
1,211 .133
1,350 .043
114
6,094 .311
99.231
174

248

3,764
261 票

得票数

参議院　新潟県選出議員選挙　投票結果 候補者別得票数（加茂市届出順）

参議院　比例代表選出議員選挙　投票結果 政党別得票数（加茂市届出順）



　
毎
年
夏
に
な
る
と
水
の
事
故
が
増

加
し
ま
す
。子
供
た
ち
が
安
全
に
楽

し
く
夏
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
事
故
防

止
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■
水
難
事
故
を
防
止
す
る
ポ
イ
ン
ト

・
幼
い
子
供
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

子
供
だ
け
で
水
辺
で
遊
ば
せ
な
い
。

・
泳
ぐ
と
き
は
準
備
体
操
を
す
る
。

そ
し
て
、定
期
的
に
休
憩
を
と
る
。

・
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
や
、
遊
泳

禁
止
区
域
で
は
泳
が
な
い
。

・
で
き
る
だ
け
１
人
で
は
泳
が
な
い
。

■
河
川
の
水
難
事
故
防
止

・
１
人
で
遊
ば
ず
、
必
ず
複
数
で
遊

び
ま
し
ょ
う
。

・
サ
ン
ダ
ル
は
脱
げ
や
す
い
の
で
危

険
で
す
。ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ズ
、リ

バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
、
濡
れ
て
も
脱

げ
に
く
い
靴
を
履
き
ま
し
ょ
う
。

■「
川
の
水
が
急
に
増
え
る
」
サ
イ
ン

に
注
意
！

❶
水
の
流
れ
て
く
る
方
向
の
空
に
黒

い
雲
が
見
え
た
と
き
。

❷
落
ち
葉
や
流
木
、
ご
み
が
流
れ
て

き
た
と
き
。

❸
雷
が
鳴
り
始
め
た
と
き
。

❹
雨
が
降
り
始
め
た
と
き
。

■
も
し
水
難
事
故
が
発
生
し
た
ら

・
近
く
の
人
に
助
け
を
求
め
、
消
防
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皆
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
事

故
に
遭
っ
た
と
き
な
ど
の
治
療
に
使

わ
れ
る
輸
血
用
血
液
は
、
す
べ
て
皆

さ
ん
の
善
意
の
献
血
で
得
ら
れ
た
血

液
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
長
期
保
存
の
で
き
な
い
血
液
を
一

年
を
通
じ
て
安
全
供
給
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
、
献
血
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
継
続
的
な
ご

今月の納税 口座振替日固定資産税・都市計画税…第２期分　国民健康保険税…第１期分 8月1日 ㈪
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平成28年 7月 15 日

人口のうごき　7 月１日現在
世　帯　　　　 10,315（　０）
人　口　　　　 28,431（－31）
　男　　　　　 13,786（－20）
　女　　　　　 14,645（－11）
　　　（　）内は前月比　

　　　　（6月異動分）
出　生　11 （男　 6　女　 5）
死　亡　34（男　20   女　14）
転　出　42 　　  転　入　34

7月・8月

署
な
ど
に
救
助
を
要
請
す
る
。

・
泳
い
で
助
け
に
行
く
の
は
最
後
の

手
段
で
す
。

　
単
独
で
助
け
に
行
く
と
、
自
分
ま

で
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
ま

す
。

　
背
が
立
つ
と
こ
ろ
以
外
の
場
所
で

は
不
用
意
に
飛
び
込
ま
ず
、
周
囲
の

人
と
協
力
し
、浮
き
輪
や
竿
、ロ
ー
プ

な
ど
を
使
っ
て
救
助
を
行
い
ま
し
ょ

う
。

■
も
し
も
の
備
え
に

　
消
防
署
で
は
、
救
命
講
習
の
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
も
し
も
の
場
合
に
迅
速
に
対
応
で

き
る
よ
う
、救
命
講
習
を
受
講
し
て
、

応
急
手
当
の
技
術
を
習
得
し
ま
し
ょ

う
。

■
花
火
に
よ
る
事
故
防
止

　
夏
は
花
火
に
よ
る
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。花
火
を
行
う
と
き
は
次

の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
子
供
だ
け
で
の
花
火
は
危
険
で
す
。

大
人
が
し
っ
か

り
見
て
い
ま

し
ょ
う
。

・
花
火
を
人
に

向
け
た
り
、燃
え

や
す
い
物
の
近

く
で
や
ら
な
い
。

・
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
準
備
し
、

使
い
終
わ
っ
た
花
火
の
火
は
消
す
。

・
も
し
も
や
け
ど
を
し
た
場
合
、
す

ぐ
に
患
部
に
水
道
水
を
か
け
、
10
分

〜
30
分
間
冷
や
し
ま
し
ょ
う
。

　
服
の
上
か
ら
や
け
ど
を
し
た
場
合

は
、
無
理
に
脱
が
さ
ず
直
接
水
を
か

け
ま
し
ょ
う
。

・
病
院
へ
行
く
場
合
は
、
ガ
ー
ゼ
や

清
潔
な
タ
オ
ル
な
ど
で
患
部
を
包

み
、何
も
塗
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、水
泡
が
あ
る
場
合
は
、破
ら

な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
自
宅
で
処
置
で
き
る
軽
度
な
や
け

ど
は
、消
毒
な
ど
を
行
い
、痛
み
が
な

く
な
る
ま
で
包
帯
な
ど
の
上
か
ら
冷

や
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
　
加
茂
地
域
消
防
署

（
☎
52

｜

１
７
７
０
）

も
う
す
ぐ
夏
休
み
！

　
子
供
た
ち
を
水
の
事
故
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

月
日
／
会
場
（
受
付
時
間
）

▼
７
月
24
日
（
日
）
／
リ
オ
ン
・
ド
ー

ル
加
茂
店
（
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

45
分
、
午
後
１
時
〜
３
時
30
分
）

▼
10
月
20
日
（
木
）
／
市
役
所
（
午

前
10
時
〜
午
後
０
時
30
分
）、
県
立

加
茂
病
院
（
午
後
２
時
〜
４
時
）

▼
２
月
11
日
（
土
・
祝
）
／
リ
オ
ン
・

ド
ー
ル
加
茂
店
（
午
前
９
時
30
分
〜

11
時
45
分
、午
後
１
時
〜
３
時
30
分
）

▼
３
月
22
日
（
水
）
／
市
役
所
（
午

後
１
時
30
分
〜
４
時
）

　
な
お
、
県
内
で
は
２
カ
所
の
献
血

ル
ー
ム
で
、
毎
日
、
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

　
詳
し
く
は
新
潟
県
赤
十
字
血
液
セ

問
い
合
わ
せ
　
健
康
課
衛
生
係
（
☎

内
線
162
）

7／17（日）

24（日）

31（日）

18（月 ・ 祝）

11（木 ・ 祝）

星野内科医院

吉田内科医院

わたなべ医院

小池内科消化器科
クリニック

41－4141

8／7（日）中村医院 52－0095

大谷内科医院 52－0236

57－7511

53－3850

53－3355

献
血
に
ご
理
解

　
　 

ご
協
力
を

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.niigata.bc.jrc.or.jp/

）
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

離職者に家賃を支給

＋－


